
 

建築基準法（以下「法」という。）第７０条第１項の規定に基づき提出されました次の建

築協定書について，法第７３条第１項の規定により当該建築協定を認可しましたので，同

条第２項の規定に基づき公告します。 

その建築協定書は，法第７３条第３項の規定に基づき，京都市都市計画局建築指導部建

築指導課において一般の縦覧に供します。 

平成２９年１１月２１日 

京都市長 門川 大作   

１ 建築協定の名称 

  京都市左京区長谷住宅地区建築協定 

２ 申請者の氏名  

牛之濱 克昭 

３ 建築協定区域 

  京都市左京区岩倉忠在地町３３番地５，同区岩倉長谷町５１７番地２２，５１７番地

２５，５１７番地２７，５１７番地３２，５１７番地３３，５１７番地４２，５１７番

地４６，５１７番地４９，５１７番地５０から５１７番地５２まで，５１７番地１３９

から５１７番地１４１まで，５１７番地１４７，５１７番地１５３，５１７番地１５４，

５１７番地１５９，５７７番地４，５７７番地８，５７７番地９，５７７番地１５，６

０５番地３，６０８番地１，６０８番地３，６０８番地６，６０８番地９から６０８番

地１１まで，６２２番地２，６２２番地６から６２２番地９まで，６２２番地１７から

６２２番地１９まで，６２２番地２２，６２２番地２６，６２２番地２７，６２２番地

２９，６２２番地３２，６２２番地３６，６２２番地３７，６２２番地３９，６２２番

地５０，６２２番地５１，６２２番地５７，６２２番地６３，６２２番地６６，６２２

番地６７，６２２番地７５，６２２番地７８，６２２番地８０，６２２番地９２，６２

２番地９５，６２２番地９６，６２２番地９９，６２２番地１０２，６２２番地１１１，

６２２番地１１８，６２２番地１２３，６２２番地１３０，６２２番地１３１，６２２

番地１３４，６２２番地１３７から６２２番地１３９まで，６２２番地１４２，６２２

番地１４９，６２５番地６，６２５番地８，６２７番地２，６２７番地４，６２７番地

７から６２７番地１１まで及び１４１５番地 

４ 建築協定区域隣接地 

  京都市左京区岩倉忠在地町２０番地２，３２番地１から３２番地３，３３番地１，３



 

３番地６から３３番地１４まで，３４番地１，３４番地３から３４番地６まで，３４番

地９，３５番地１，３５番地４，３５番地６から３５番地８まで，同区岩倉長谷町５１

７番地２４，５１７番地２６，５１７番地２８から５１７番地３１まで，５１７番地４

３，５１７番地４４，５１７番地４７，５１７番地４８，５１７番地５５，５１７番地

１４２から５１７番地１４５まで，５１７番地１４８，５１７番地１５５，５７７番地

５から５７７番地７まで，５７７番地１０から５７７番地１２まで，５７７番地１６，

５７７番地１７，５７７番地１９，５７７番地２１から５７７番地２３まで，５７７番

地２５から５７７番地２８まで，５９３番地２，５９９番地３，６００番地１から６０

０番地３まで，６０５番地２，６０５番地４から６０５番地１２まで，６０８番地２，

６０８番地４，６０８番地５，６０８番地７，６０８番地８，６１６番地２，６２２番

地１，６２２番地４，６２２番地５，６２２番地１２から６２２番地１４まで，６２２

番地２０，６２２番地２３，６２２番地３３，６２２番地４８，６２２番地５３，６２

２番地５６，６２２番地６０，６２２番地７０，６２２番地７４，６２２番地７７，６

２２番地７９，６２２番地８３，６２２番地８４，６２２番地８７，６２２番地８８，

６２２番地９１，６２２番地９３，６２２番地９４，６２２番地１００，６２２番地１

０５，６２２番地１０６，６２２番地１０９，６２２番地１１２，６２２番地１１３，

６２２番地１１５，６２２番地１１９，６２２番地１２２，６２２番地１２６，６２２

番地１２８，６２２番地１２９，６２２番地１３３，６２２番地１３５，６２２番地１

３６，６２２番地１４０，６２２番地１４１，６２２番地１４４，６２２番地１４６，

６２２番地１４８，６２５番地２，６２５番地５，６２７番地５及び６２７番地６ 

５ 建築協定の事項 

  建築物の用途，形態及び敷地 

６ 協定の期間 

  １０年間 

７ 認可年月日及び番号 

  平成２９年１１月２１日付け第１３-００４号 

８ 縦覧期間 

京都市の休日を定める条例第１条に定める本市の休日を除く日の午前８時４５分か

ら午後５時３０分まで(ただし，正午から午後１時までは除く。) 

（都市計画局建築指導部建築指導課） 


